
長浜市農地賃借料情報について  

本情報は、農地法第５２条の規定に基づき、農地の賃貸借の際の目安として提供さ

せていただくものです。本情報は、実勢の集計値であるため拘束力はなく、賃借料は

対象農地の状況（耕作の難易、土地の広さ、形状、水利条件等）に合わせ、当事者同

士で十分協議して設定してください。  

 

【田】地区別  

地区名
平均額

（昨年の額）
最高額

（昨年の額）
最低額

（昨年の額）
データ数

（昨年のデータ数）

※参考
H30～R２

累計平均額

長浜
9,986円

（9,638円）
13,400円
(18,000円)

5,000円
(3,000円)

146
(268)

9,688円

浅井
9,790円
(9,991円)

11,200円
(11,000円)

3,000円
(8,300円)

204
(22)

9,814円

びわ
9,608円
(9,880円)

11,200円
(12,000円)

9,000円
(3,743円)

44
(82)

9,720円

虎姫
10,137円
(10,486円)

11,000円
(11,000円)

9,500円
(10,000円)

78
(36)

10,234円

湖北
11,625円
(10,966円)

13,000円
(20,000円)

10,500円
(6,600円)

32
(38)

11,417円

高月
9,362円
(8,608円)

15,000円
(20,000円)

2,000円
(3,000円)

108
(128)

9,248円

木之本
8,556円
(5,900円)

10,000円
(10,000円)

7,000円
(2,000円)

27
(20)

8,019円

余呉
3,613円
(3,098円)

9,700円
(10,000円)

800円
(2,000円)

67
(290)

3,837円

西浅井
3,889円

(3,000 円)
10,000円
(4,000 円)

3,000円
(1,000 円)

5
(6)

4,818円

市全域
8,536円
(7,352円)

15,000円
(20,000円)

800円
(2,000円)

711
(890)

8,497円
 

 
①サンプルとしたデータは、令和２年中に農地法又は農業経営基盤強化促進法に基づ

く農地の貸し借り（利用権設定）で賃借料設定をされた事例を収集したものです。

※1 使用貸借（賃料なし）のデータは除いています。  

※2 平均額の算出に際しては、最高額と最低額を除いています。  

②データ数とは、集計に用いた筆数です。  

 


